
農地を貸したい！ 借りたい！ そんな時は

出し手
（農地を貸したい方）
リタイアする農業者等

受け手
（農地を借りたい方）
規模拡大農業者等

機構へ
貸し付け 機構から

借り受け

県・市・農業委員会等

＜事業活用の主なメリット＞

受け手

●農地の集積・集約化をサポートします。
●農地所有者が複数いても、契約は機構だけです。
●賃借料の支払いは、口座振替で便利です。

宮城県農地中間管理機構（公益社団法人みやぎ農業振興公社）

農地中間管理事業 !!

農地中間管理機構
（みやぎ農業振興公社）

農地の利用調整！貸したい！ 借りたい！貸したい！ 借りたい！農地の利用調整！

＜事業のフロー＞＜事業のフロー＞

＜農地中間管理事業とは・・・＞ ＜地域計画（目標地図）とは・・・ ＞

●賃借料に対して１％の手数料を毎年機構に収めていただくことになります。

＜手数料徴収について＞

●農地中間管理機構（みやぎ農業振興公社）が
県・市・農業委員会等と連携し、出し手と受け手
の間を取り持って、「農地のリレー」をお手伝い
する事業です。
※地域計画（目標地図）との一体的推進！

※徴収した手数料は，機構事業を推進するための地域や担い手農業者への
支援，国の補助対象とならない経費等に活用されます。

●これまでの「人・農地プラン」を地域計画として
法定化し、地域の農業者等の話合いによる将来
の農地利用の姿を目標地図として明確化し、農
地中間管理機構を通じた農地の集約化等を推進
します。（改正基盤強化法：令和５年４月施行）

連携・協力

出し手

●公的機関（機構）が農地を預かるので安心です。
●機構から直接、賃借料を受け取ることができます。
●契約期間終了後は、確実に農地が戻ります。
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